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協議会では新市のすがたを議論
合併協議会は、合併を行うこと自体の是非も含めて、合併に関するあらゆる事項の協議
を行う組織で、全国で542以上（H16.4.23 現在）の合併協議会が設置されています。
設置にあたっては、関係市町村の議会の議決を経なければなりませんが、園部町・八木
町・日吉町・美山町合併協議会については、本年3月16日に、それぞれの町議会において
協議会の設置議案が可決されています。
合併協議会では、新市の建設の基本方針や根幹となるべき事業を定めた新市建設計画の
策定をはじめ、議員定数、地方税及び各種行政サービスの水準等、合併後の新市のすがた
を協議します。

協議会の組織体制
園部町・八木町・日吉町・美山

町合併協議会の組織は右図のとお
りです。
協議会は4町の町長や議会議員、
学識経験者で構成されています。
この協議会から、付託された事

項について、専門的に調査、審議
等を行うため、小委員会が設置さ
れています。
また、協議会会長から指示を受

け、協議会に提案する必要な事項
について協議又は調整する組織と
して、4町の助役等で構成される
幹事会があり、その下部組織とし
て、各町の担当課長等で構成され
る専門部会や担当係長等で構成さ
れる分科会があります。

園部町・八木町・日吉町・美山町合併協議会
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